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報告第５号 

 

   令和７年度 (2025年度 )城陽市公共下水道事業会計予算繰越  

   計算書の報告について  

  

 令和７年度（２０２５年度）城陽市公共下水道事業会計予算のうち、

建設又は改良に要する経費の一部について、別紙のとおり令和８年度（

２０２６年度）に繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第２６条第３項の規定に基づき報告する。  

 

  令和８年６月１１日報告 

   (2026 年 ) 

 

                 城陽市長 村  田  正  明     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



企
業
債

工
事

負
担
金

円
円

円
円

円
円

４
　

資
本

的
支

出
１

　
建

設
改

良
費

7
,
9
2
2
,
0
0
0

7
,
9
2
2
,
0
0
0

3
,
9
0
0
,
0
0
0

3
,
9
5
0
,
0
0
0

0
0

令
 
和

 
７

 
年

 
度

 
 
　

城
 
陽

 
市

 
公

 
共

 
下

 
水

 
道

 
事

 
業

 
会

 
計

 
予

 
算

 
繰

 
越

 
計

 
算

 
書

円
円

不
用
額

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
1項

の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

(
２

０
２

５
年

度
)

城
陽

市
下

水
道

施
設

マ
ン

ホ
ー

ル
浮

上
対

策
実

施
設

計
業

務
委

託

款
項

事
業

名

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

予
算
計
上
額

左
の
財
源
内
訳

支
払
義
務

発
生
額

周
辺
の
地
下
埋
設
物
件

管
理
者
及
び
道
路
管
理

者
等
の
関
係
機
関
と
の

協
議
等
に
時
間
を
要
し
た

た
め
。

説
　
　
明

損
益
勘
定

留
保
資
金

翌
年
度

繰
越
額

7
2
,
0
0
0

0

２



３ 

参照条文 

 

 地方公営企業法（抜粋） 

 （予算の繰越） 

第２６条  予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のう

ち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管

理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 

２          略  

３  前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、

地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするも

のとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨

を議会に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


